
⼈とのつながり

社内外を問わず⼈権を尊重し、誰もが安⼼・安全に働きやすい環境を整備します。
性別・国籍・年齢等に関係なく、その能⼒を⼗分に発揮できる会社になることを⽬指します。

⼈権

労働慣⾏





⼈権

マネジメント

考え⽅
⼈権は、全ての⼈に与えられた基本的権利であり、原材料調達の段階まで遡って考えるならば、横浜ゴムの事業において関わる⼈は⾮常
に多く、尊重すべき⼈権も⾮常に多様です。また、当社の事業活動がグローバルに広がってゆく中で、多様な⼈とのかかわりが増えるに
従い、⼈権侵害に直接的、間接的に影響を及ぼす可能性が増しています。 
そのため、当社の影響⼒の範囲を考慮しながら⼈権を尊重する責任を果たすことが重要と考え、「横浜ゴムグループ⾏動指針」の中で、
社内外を問わず⼈権を尊重する旨を掲げ、従業員がどのような⾏動を取るべきかを定めています。 
さらに、国際連合の「ビジネスと⼈権に関する指導原則」（※）に基づき、「横浜ゴムグループ⼈権⽅針」を策定し、当社の事業活動に
関わるすべての⼈々の⼈権の尊重を⽬指して取り組みを進めています。 
横浜ゴムグループは、広く社会から信頼される企業として持続可能な社会の実現に貢献するため、事業活動の基本としてグループ全体で
⼈権尊重の取り組みを実践することが重要であると認識しています。

※「ビジネスと⼈権に関する指導原則」は、すべての国家とすべての企業に適⽤される⼈権尊重の枠組みとして2011年に国際連合⼈権理事会において承認されました。同指導原則
では、「⼈権を保護する国家の義務」と並び、「⼈権を尊重する企業の責任」が重要な柱と位置付けられています。

⽅針

横浜ゴムグループ⾏動指針（抜粋）

社内外を問わず⼈権を尊重します。

横浜ゴムグループ⾏動指針（2014年12⽉制定）

＜横浜ゴムグループの基本姿勢＞

⼈権を尊重し、差別・ハラスメントを⾏わず、加担しません。

＜基本姿勢を実現するために － 私たちの⾏動＞

横浜ゴムグループ⼈権⽅針

横浜ゴムグループ⼈権⽅針（2022年4⽉制定）

働く⼈たちの多様性を認識し、⼈種、⺠族、出⾝国籍、宗教、性別などを理由とした差別的⾏動をとらず、またそのようなものを⾒たら毅然
として注意し、訂正を促します。

1.

あらゆる形態のハラスメントを⾏いません。2.

職場内の暴⼒を許しません。3.



2022年4⽉、横浜ゴムグループは、「横浜ゴムグループ⼈権⽅針」を策定しました。 
横浜ゴムグループ⼈権⽅針は、「企業理念」、「横浜ゴムグループ⾏動指針」に基づいた⼈権に関する最上位の⽅針として、横浜ゴムグ
ループ全ての事業活動における基盤となるものです。
私たちの⼈権⽅針は、横浜ゴムグループ各社の全ての役員・社員（取締役、監査役、執⾏役員その他経営に係る業務執⾏に携わる者のほ
か、横浜ゴムグループ各社との雇⽤契約がある者や出向受⼊者、派遣社員）に適⽤します。私たちの事業活動において⼈権に対するコミ
ットメントを実現できるようにするために、仕⼊先や販売先を含む全てのビジネスパートナーの皆様にも、本⽅針を理解し、⽀持してい
ただくことを期待しています。

CSR調達ガイドライン

CSR調達ガイドライン

横浜ゴムグループは、バリューチェーンに置けるCSR活動推進のため、「CSR調達ガイドライン」を策定し、社内や取引先の皆さまへの
説明会などを通じてCSRに対する⽅針・理念の共有を⽬指しています。 
「CSR調達ガイドライン」は、社会情勢の変化、当社の活動の広がりを反映して改訂を重ねてまいりましたが、横浜ゴムグループ⼈権⽅
針の策定等に伴い、2022年10⽉に改訂を⾏い、サプライチェーンにおける⼈権擁護、差別やハラスメントの禁⽌などを取引先の皆さま
により強くお願いする⼈権⽅針の内容を反映しました。

持続可能な天然ゴムの調達⽅針

持続可能な天然ゴムの調達⽅針

横浜ゴムは2021年9⽉、「持続可能な天然ゴムの調達⽅針」を改訂しました。本⽅針は2018年10⽉に策定し、今回の改定では2020年9
⽉に開催された持続可能な天然ゴムのためのグローバルプラットフォーム（GPSNR）の第2回総会で承認されたポリシーフレームワー
クを当社の調達⽅針に組み込み、より⾼いレベルで天然ゴムの持続可能性の実現を⽬指す意志を明確にしています。
横浜ゴムは、「持続可能な天然ゴムの調達⽅針」の中で、「⼈権の尊重」、「公平で平等な処遇」、「ハラスメント」、「児童労働」、
「強制労働」、「適切な労働条件」などの⽅針を定め、⼈権尊重の取り組みを実践しています。

責任者からのメッセージ
横浜ゴムグループは、ESG経営において「未来への思いやり」をスローガンに掲げており、広く社会から信頼される企業として持続可能
な社会の実現に貢献するため、「企業理念」、「横浜ゴムグループ⾏動指針」、「横浜ゴムグループ⼈権⽅針」に基づき、事業活動の基
本としてグループ全体で⼈権尊重の取り組みを実践しています。 
その取り組みの⼀つとして、持続可能な発展のための世界経済⼈会議（WBCSD）のタイヤ産業プロジェクト（TIP）が中⼼となって⽴
ち上げた持続可能な天然ゴムのためのプラットフォーム（GPSNR）に参画し、⼈権・労働問題など、さまざまな危険を内包している天
然ゴムの調達について、トレーサビリティの確⽴や地域や農園が抱えている問題に寄り添い、持続可能な調達となることを⽬指していま
す。 
天然ゴム以外の調達品についても、CSR調達ガイドラインを改訂し、サプライチェーンにおける⼈権擁護、差別やハラスメントの禁⽌な
どを取引先の皆さまにより強くお願いする予定です。 
横浜ゴムグループは、関係するサプライチェーン全体でこれらの考え⽅を共有し、事業活動に関わるすべての⼈々の⼈権を尊重し、改善
を続けてまいります。

CSR本部 本部⻑ 松尾 剛太（まつお ごうた）

2023年度の⽬指す姿

社内外を問わず⼈権を尊重し、⾃社およびサプライヤーに児童労働・強制労働の業務がなく、⼈権に関する苦情に真摯に対応・改善している・

グローバル内部通報制度導⼊促進でグループ全体のコンプライアンスレベルの底上げを図る・

これまでグループ内で経験したトラブル事例を整理し、従業員が異動・昇格する節⽬ごとにそれを学ぶシステムを整備する・



⼈権に関する苦情処理制度

① 国内の横浜ゴムグループで働く⼈を対象とした苦情処理制度

横浜ゴムグループの国内外の事業所や⼦会社でさまざまな⼈が働き、その働き⽅も多様化する中、⼈権に関する苦情内容も多岐にわた
り、⼈権問題を直接相談できる窓⼝の存在は、重要であると認識しています。

国内においては、コンプライアンス推進室が「コンプライアンス・ホットライン」と「何でも相談室」の2つの窓⼝を設置し、苦情や相
談を直接受け付けています。また、全ての部⾨と関係⼦会社に「コンプライアンス推進責任者」を配置し、構成員の⼈権に関する苦情や
相談をコンプライアンス推進室につなぐネットワークを確⽴しています。
⼈権に関する苦情については、コンプライアンス推進室と⼈事部⾨が共同で解決に当たります。

＜苦情処理制度利⽤の対象範囲＞

国内の横浜ゴムグループで働く役員・従業員・パート社員・アルバイト・派遣社員・請負会社従業員等が利⽤できます。

＜苦情処理制度利⽤の周知⽅法＞

横浜ゴムグループ内で利⽤できるイントラネットに掲載し、記名通報・匿名通報のいずれでも相談、通報ができる旨を明⽰しています。
また、通報プロセス等を明記した「コンプライアンスカード」を対象者全員に配布し、窓⼝の存在を周知しています。

＜苦情が申し⽴てられた場合の解決プロセス＞

＜苦情処理制度の有効性についてのモニタリング＞

年4回開催されるCSR担当取締役を委員⻑とした｢コンプライアンス委員会｣で報告し、対応の妥当性を評価し、対策の実施、フォローを
⾏っています。

② 国内外のすべてのステークホルダーの皆さまを対象とした苦情処理制度

横浜ゴムグループは、「国連ビジネスと⼈権に関する指導原則」に準拠して⾮司法的な苦情処理プラットフォームを提供する「⼀般社団
法⼈ビジネスと⼈権対話救済機構（JaCER）」に加⼊しており、同機構の苦情通報窓⼝を通じて横浜ゴムグループの国内外のすべてのス
テークホルダーの皆さまの苦情を受け付け、適切な対応を⾏う体制を整備しています。

⼀般社団法⼈ビジネスと⼈権対話救済機構（JaCER）苦情処理窓⼝（外部サイトに移動します。）

相談者からの相談内容をコンプライアンス推進室が事実確認をします。1.

⼈事部⾨と協議し必要な対策を講じます。2.

通報者が名前を明らかにしている場合は結果を直接伝えます。匿名の場合には、必要に応じて社内に注意喚起します。3.

優先的に取り組む重要な施策



＜苦情処理制度の有効性についてのモニタリング＞

年4回開催されるCSR担当取締役を委員⻑とした｢コンプライアンス委員会｣で報告し、対応の妥当性を評価し、対策の実施、フォローを
⾏っています。

YTRCでのコンプライアンスカードの周知・教育

タイのゴム加⼯⼯場、Y.T.ラバーの従業員はタイ⼈とミャンマー⼈で構成されており、2016年度からタイ語とミャンマー語のコンプラ
イアンスカードをそれぞれ⼊社時に配布し、コンプライアンス意識の浸透を図っています。年に数回コンプライアンス勉強会を⾏い、意
識を⾼めています。

コンプライアンスカード（タイ語）
コンプライアンスカード（ミャンマー語）

JaCERが通報案件の内容確認をし、苦情該当案件と判断された場合には、JaCERよりコンプライアンス推進室に連絡が⼊ります。1.

JaCERから連絡を受けた通報内容についてコンプライアンス推進室が事実確認をします。2.

JaCER及び社内関係部⾨と協議し必要な対策を講じます。3.

通報者が名前を明らかにしている場合は結果を直接伝えます。また、記名、匿名にかかわらず、JaCERのホームページに掲載される苦情処理案件リス
トで進捗状況の情報が定期的に更新されます。

4.

＜苦情処理制度利⽤の対象範囲＞

⼈権の観点から、悪影響を受ける⼈、または悪影響を受ける可能性があると信じる合理的な根拠を持つ⼈（ライツホルダー）、もしくは
その代理となる⼈や組織が苦情を通報することができます。
横浜ゴムのグループ企業やサプライチェーン、バリューチェーン等での事案も対象となります。

＜苦情処理制度利⽤の周知⽅法＞

横浜ゴムのホームページに掲載する他、ポスターやカードなどの広報物を使った周知⽅法を検討中です。

＜苦情が申し⽴てられた場合の解決プロセス＞



優先的に取り組む重要な活動項⽬
事業活動における影響度、社会からの関⼼の⾼さを考慮し、以下の項⽬を優先的に取り組む横浜ゴムグループの重要な活動項⽬として定
めました。

データ集
⼈権（994KB）



⼈権

強制労働と児童労働

KPI

責任部⾨
調達本部 原料調達部・資材調達部

コンプライアンス推進室・⼈事部

考え⽅・⽬標

なぜ「強制労働と児童労働」が重要取り組み項⽬なのか
理由と背景の解説

横浜ゴムグループでは⾏動指針で「社内外を問わず⼈権を尊重します」を順守することを求め、⼈権⽅針や「CSR調達ガイドライン」で
定めるように、サプライチェーンも含めて「強制労働と児童労働」を禁⽌しています。⼀⽅で、当社グループでは主要製品であるタイヤ
および⼯業品の主原料である天然ゴムを主に商社を通じて調達していますが、強制労働と児童労働は天然ゴムの⽣産段階で起きる可能性
が最も⾼いと考えられることから、天然ゴム農園の実地調査も実施しています。現段階では、強制労働や児童労働の事例は報告されてい
ませんが、天然ゴム農園の周辺の状況を考慮すると、今後も発⽣のリスクは排除できません。また、海外での⽣産、販売を拡⼤していく
中で、⼯場や事業所、取引先で働く⽅々に対して、不当な労働が強制されるリスクも排除できません。これらを鑑みて、成⻑戦略を進め
る上で「強制労働と児童労働」はリスクとして認識すべきと考え、重要取り組み項⽬として選択しました。

⽬指す姿（達成像）／⽬標

⽬指す姿に向けた施策

世界的な⼈⼝増加とモビリティの発展により、タイヤおよびその主原料である天然ゴムの需要はますます増⼤しています。その⼀⽅で、
天然ゴムが⽣産されている地域での違法な森林伐採や⼟地収奪、⼈権侵害などの問題、⽣物多様性への悪影響などが懸念されています。
横浜ゴムはこれらの課題解決に向け、持続可能な発展のための世界経済⼈会議（WBCSD）のタイヤ産業プロジェクト（TIP）が中⼼と
なって⽴ち上げた持続可能な天然ゴムのためのプラットフォーム（GPSNR）に参画するとともに、「持続可能な天然ゴムの調達⽅針」
を策定し、児童労働の禁⽌の⽅針を公表しました。天然ゴム以外のサプライチェーンについても、2022年にCSR調達ガイドラインを全

天然ゴム、海外サプライヤーを含む当社グループの全⼀次サプライヤーについて強制労働と児童労働ゼロを維持します。・

⼈権デューデリジェンスの仕組みを通して、事業活動を通じて⽣じる⼈権への負の影響を特定し、防⽌、軽減等の是正に取り組みます。・

苦情処理メカニズムの整備によりグループ全体の⼈権尊重の取り組みとコンプライアンスレベルの底上げを図ります。・



⾯改訂し、サプライチェーンにおける⼈権擁護、強制労働と児童労働の禁⽌などを、サプライヤー様にさらに強く訴える内容としまし
た。

2021年度の活動レビュー

横浜ゴムグループおよびサプライチェーンにおける強制労働と児童労働の有無の把握

国内の原料及び資材のサプライヤーについて、CSRセルフチェックシートにより労働条件の調査を⾏い、強制労働と児童労働がないこと
を確認しています。
天然ゴムについては、2019年からタイの⼀部の天然ゴム農園の実地調査を開始し、強制労働と児童労働がないことを確認しています。

強制労働と児童労働の根絶のために⾏った対策

「持続可能な天然ゴムの調達⽅針」を改定し、強制労働と児童労働の禁⽌の⽅針を公表しました。天然ゴム以外のサプライチェーンにつ
いては、CSR調達ガイドラインの2022年の全⾯改訂に向け、サプライチェーンにおける⼈権擁護、児童労働の禁⽌などをサプライヤー
に強く訴える内容への改訂の準備をしました。

苦情処理の対応状況

2021年のコンプライアンス・ホットライン、何でも相談室やグローバル内部通報制度で受け付けた通報・相談の中に強制労働と児童労
働に関するものはありませんでした。

課題と今後の改善策
今後は、天然ゴム農家への指導・⽀援や、CSR調達ガイドライン、及びCSRセルフチェックシートの海外サプライヤーへの展開など、⼀
層グローバルな活動を進めていきます。



労働慣⾏

マネジメント

考え⽅
労働者の基本的権利を保護することは、企業にとっても社会にとっても重要です。
製造業として、ゴム製造プラント等をもつ横浜ゴムでは、労働慣⾏に関連する⽅針として「⼈事⽅針」「労働安全衛⽣基本⽅針」を定め
ており、「横浜ゴムグループ⾏動指針」の中では、安全で健康な職場をつくるための会社の基本⽅針と従業員が取るべき⾏動を定めてい
ます。

⽅針

横浜ゴムの⼈事⽅針

「⼈を⼤切にし、⼈を磨き、⼈が活躍する場をつくる」という当社の経営⽅針に沿って、多様な⼈材が必要な能⼒を⾝につ
け、それを存分に発揮できる環境を作ります。
また、ワークライフバランスを尊重し、すべての社員にとって働きやすい職場を⽬指します。
そしてYX2023の事業戦略、技術戦略の実現にむけて活躍できる⼈材を適材適所に配置し、経営管理職層のレベル強化に取り組
んでまいります。

安全衛⽣基本理念

経営⽅針に⽰された「⼈を⼤切にし、⼈を磨き、⼈が活躍する場をつくる」を規範として、安全衛⽣を全ての基本とし、労働
災害の防⽌と⼼⾝ともに健康で快適な職場づくりに取り組みます



横浜ゴムグループ⾏動指針

安全で健康な職場をつくります

＜横浜ゴムグループの基本姿勢＞

＜基本姿勢を実現するために － 私たちの⾏動＞

お取引先も含め、児童労働や強制された労働を認めません。1.

所在する国・地域の法令で定められている労働時間、休⽇、休暇、最低賃⾦等の各規定を遵守します。2.

職場の安全・健康確保を最優先し、事故・災害の未然防⽌に努めます。3.

横浜ゴムの構成員が仕事を通じて成⻑することを⽬標とし、横浜ゴムの構成員のキャリア形成と能⼒開発を積極的に⽀援します。4.

健全な労使関係構築のため、労働者の代表と誠実に協議します。5.

横浜ゴム内のみならず、お取引先においても、各国地域の法令による就労可能年齢に達しない児童の労働が⾏われていないか注意を払いま
す。

1.

全ての労働は⾃発的に⾏われるべきで、⾃由に離職できるとの認識のもと、強制労働が⾏われていないか注意を払います。2.

安全と健康が確保された職場をつくるため、安全衛⽣ルールや仕組みの改善・定着活動に積極的に参画します。3.

職場の安全衛⽣ルールを守り、ワークライフバランスに配慮します。4.

万⼀災害が発⽣したときはルールに基づき適切に対応します。5.

仕事上の問題を個⼈の悩み・困りごとにせず、関係者が協⼒して対応します。6.

アルコールや他の薬物の影響がある状態で職場に⼊りません。7.



労働慣⾏に関する苦情処理制度【コンプライアンス】
労働慣⾏のコンプライアンスに関するホットラインは社内・社外（弁護⼠事務所）に窓⼝を設けて相談を受け付けています。

内部通報制度（コンプライアンス・ホットライン）、何でも相談室

優先的に取り組む重要な活動項⽬
事業活動における影響度、社会からの関⼼の⾼さを考慮し、以下の項⽬を優先的に取り組む横浜ゴムグループの重要な活動項⽬として定
めました。

データ集
労働慣⾏（994KB）

年齢・性別・国籍など多様な⼈材が能⼒を発揮できる組織となる・

⼼と体の健康づくりを推進し、危険ゼロに向けた安全⽂化を構築する・

2023年度の⽬指す姿

責任者からのメッセージ
YX2023の事業戦略、技術戦略の実現のためには、多様な⼈材がそれぞれの強みを⽣かし、存分に活躍できる環境が必要です。そのため
には性別やLGBTQ、障がい者などへの偏⾒を取り除き、多様な⼈材が、多様な働き⽅を互いに尊重できる⾵⼟を醸成することが、重要
な課題と考えています。
COVID-19により働き⽅が⼤きく変化しましたが、私たちはこの変化に適応し、すべての社員がより⼀層活躍できる環境の整備を進めま
す。また感染防⽌対策の徹底と事業の継続を両⽴し、安⼼して働き続けることができる職場を実現します。なお、すべての活動は、従業
員の健康の上に成り⽴っており、健康増進についても⽋かさず取り組んでまいります。

⼈事部⻑ ⽯光 真吾（いしみつ しんご）

世界各地の全ての拠点において、横浜ゴムが培ってきた「安全で働きやすい職場と健康づくり」を創り上げる⽂化を根付かせることが重
要です。安全診断とそのフォローを通して、災害の再発防⽌・潜在的な災害要因の摘出と撲滅、そして、リスクアセスメントによる予め
危険を排除する活動、階層別の教育プログラムにより、災害ゼロからリスクゼロである職場環境を作ってまいります。また、ストレスチ
ェックを活⽤した⼼の健康、暑熱対策による環境改善や健康診断の充実、新たな感染症リスクへの対応などの取り組みを⾏うとともに、
健康保険組合との連携による健康づくりを推進してまいります。

CSR本部 安全衛⽣推進室⻑ 森 睦成（もり よしあき）



労働慣⾏

労働安全衛⽣

KPI

責任部⾨
各拠点

※活動は各拠点が⾏い、安全衛⽣推進室が事務局として中央安全衛⽣委員会を組織し、全社⽅針の審議や活動の推進を⾏っています。

考え⽅・⽬標

なぜ「労働安全衛⽣」が貴社にとっての重要取り組み項⽬なのか
理由と背景の解説

労働者が安全に安⼼して働くことができることは、私たちの操業基盤であると考えます。国内外の横浜ゴムグループにおける労働災害
は、全産業および製造業の平均発⽣頻度と⽐較すると少ない頻度ではありますがゼロではなく、発⽣原因を分析すると、事前の対策によ
って防げたものが多くあったと認識しています。当社グループの事業の特性上、⽣産⼯場では⼤型機械を取り扱う必要があるため、設備
仕様の不具合や誤操作が⼤きな事故につながる可能性があり、安全⾯での対策が必要です。また、⻑期⽋勤者にしめるメンタル関係の割
合が増加傾向にあるなど、⾝体だけではなく、⼼の健康についてもしっかり取り組まなければなりません。そのため当社グループでは、
「労働安全衛⽣」を⾃社の重要取り組みとして選択しました。

安全衛⽣管理体制

国内ではCSR本部⻑が委員⻑を努める中央安全衛⽣委員会の下に、事業所ごとに「事業所安全衛⽣委員会（法定）」を設置し、部⾨・職
場ごとに「部⾨安全衛⽣委員会」を組織しています。安全衛⽣活動は会社、組合に共通する重要な取り組みです。⽇本ゴム⼯業会や⽇本
ゴム産業労働組合連合などでの交流を通じて、他社や他労組との安全情報の共有化を図りながら、労使⼀体となって推進しています。協
⼒会社についてもそれぞれの委員会に参加していただき、活動の共有化を図っています。海外各社は、各国の法律に従って、それぞれに
体制を整備しています。なお、安全衛⽣推進室が国内、海外の安全衛⽣活動のとりまとめを⾏っています。



⽬指す姿（達成像）／⽬標

⽬指す姿に向けた施策

安全かつ健康に働くことができる職場づくりのため、7つの取り組みを推進していきます。

2021年度の活動レビュー
2021年度、各施策について次のような活動を⾏いました。

安全で働きやすい職場づくりと健康づくりを推進します。1.

危険ゼロに向けた安全⽂化を構築し、労働災害ゼロを⽬指します。2.

設備対策強化
リスクアセスメントの実施、危険源に⾝体が⼊らない／⼿が届かない設備作り、類似災害の再発防⽌

1.

安全な⼈づくり

1対1教育の実施、安全パーソンの育成、「⽌める・呼ぶ・待つ」の再徹底と要因対策、KYT（危険予知トレーニング）やヒヤリハット摘出改善活動や
体感訓練を通じた危険への感性アップ

2.

標準作業書整備
公開作業観察による不安全箇所・不安全⾏動の洗出と標準作業の⾒直し

3.

⼼と⾝体の健康づくり
メンタルヘルス対策強化（労働時間管理、⻑時間労働者に対する⾯談指導や業務改善、傾聴法講習会等のコミュニケーションスキルアップ教育、スト

レスチェックの実施）

4.

働く環境整備
化学物質リスクアセスメント、個⼈⽤防護具・設備の整備や作業⽅法の改善、5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の徹底、⾼温の職場環境の改善

5.

交通事故の防⽌
加害事故ゼロのため、事故防⽌活動や、通勤経路の危険ポイントの洗い出し等を実施

6.

安全衛⽣基盤の確⽴
労働安全衛⽣マネジメントシステムの継続とスパイラルアップ、階層別教育体系の整備、安全トップ診断、安全巡視・安全診断・診断フォローによる
チェック機能の充実

7.



1. 設備対策強化

全ての設備や作業に対しリスクアセスメントを計画的かつ継続的に実施し、設備⾯からの安全対策を実施しています。そのためにリスク
件数と改善件数を毎⽉フォローする仕組みを運⽤しています。国内⼯場においては安全トップ診断を実施しています。また、災害対策の
⽔平展開を強化し類似災害の再発防⽌を進めています。

安全診断

2. 安全な⼈づくり

危険事象を危険と感じられる感性のある⼈づくりを⽬指しています。そのために全員が毎⽇実践するKYT（危険予知トレーニング）、全
員参加で⾃発的活動であるヒヤリハット摘出改善活動、体感道場の訓練を実施。さらに、監督者が作業者と1対1で向き合って⼀つ⼀つ
の作業の意味を理解しながら、より安全な⾏動ができて⾃⽴するまでコミュニケーションを重視した安全教育を継続して進めました。
また、共に働く仲間として、協⼒社員の⽅々の災害発⽣を防ぐために、活動に参加いただき、安全レベルの向上を図りました。

リスクアセスメント教育の様⼦ 海外⼯場安全担当者の体感訓練の様⼦
(荷物を持っての階段を体感)

新⼈KYT教育 テクノカレッジ

3．標準作業書整備

公開作業観察を計画的かつ継続的に実施し、不安全箇所・不安全⾏動の洗出と標準作業書の整備を進めています。

始業前の安全唱和



4．⼼と⾝体の健康作り

出退勤管理システムによる労働時間管理、⻑時間労働者に対する⾯談指導や業務改善、傾聴法講習会等のコミュニケーションスキルアッ
プ教育など、メンタルヘルスへの取り組みを⾏っています。さらに、2016年度よりストレスチェックを開始しました。これは、労働者
のストレスの程度を把握し、労働者⾃⾝のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めること
によって、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防⽌すること（⼀次予防）を主な⽬的とするものです。
メンタルヘルス関連の⻑期⽋勤者の復帰に対しては、本⼈のヒアリングを経て、主治医・産業医・保健師・職場と確認を⾏い、⽅法、タ
イミング、勤務制約などを審議した上で、計画的に復帰をさせています。東京慈恵会医科⼤学付属病院と連携し世間ではまだ少ないメン
タル産業医3名を抱え、本社と平塚で対象者の復職実績がありました。
復帰後についても、本⼈、産業医、職場の三者で定期⾯談を⾏い、順々に勤務制約を解き、完全に制約条件がなくなるまでフォローをし
ています。
また、健康増進のため社員の禁煙をサポートする活動や体⼒作りのセミナーなども実施しています。

尾道⼯場ストレスチェック勉強会

三重⼯場健康促進活動

労使共催のハイキング 三重⼯場禁煙デー

5．働く環境整備

作業環境測定による快適な状態に維持するための設備の整備や作業⽅法の改善、維持管理を進めました。また、5S（整理・整頓・清
掃・清潔・躾）活動を基本に、不安全箇所のない必要なものを必要なときに必要なだけ作るモノづくりを推進しています。
また近年、「命の危険があるような暑さ」を体験しており、もはや「熱中症はケガと同様に死亡災害につながる災害」として、職場の
WBGT値を測定し、熱気の排出などこれを引き下げる取り組みを⾏っています。



WBGT計により職場環境を可視化

6．交通事故防⽌

各拠点で、地元警察署による交通安全講習会の開催や交通安全関連機関とも協⼒しながら、啓発活動を⾏っています。また、ドライブレ
コーダーを活⽤した教育や、⾨前での声掛け活動など、交通安全意識の⾼揚を図っています。

7．安全衛⽣基盤の確⽴

国内外17拠点が労働安全衛⽣マネジメントシステム（JISHA / OSHMS・ISO45001）認証を取得しており、2021年度は6事業所で更新
を⾏いました。（他事業所も継続中）
マネジメントシステムを継続・向上させ、活動のPDCA－Plan（計画）Do（実⾏）Check（評価）Action（改善）－を回し、安全衛⽣
基盤の充実を図っていきます。

労働災害発⽣頻度は、0.18でした。ゼロ災、さらにリスクゼロを⽬指し努めていきます。

⽇本国内の労働災害発⽣頻度（休業度数率）



※休業度数率＝（労働災害件数/延べ労働時間）×100万時間

※データは全て年集計値（1-12⽉）

※全産業（除く総合⼯事業）、製造業は厚⽣労働省発表統計表「労働災害動向調査」

事例紹介
2019年4⽉には、三重⼯場において東海旅客鉄道株式会社様(JR東海)との安全交流会を実施しました。他社との安全衛⽣交流会を通じ
て、両社の安全衛⽣レベル向上を図っています。
また、2019年10⽉に開催された全国産業安全衛⽣⼤会において、尾道⼯場安全衛⽣課所属の社員が緑⼗字賞を受賞しました。⽇頃の安
全衛⽣活動への取り組みが評価されたものです。
2020年2⽉、三島⼯場にて「安全担当者会議」を開催しました。国内各⼯場から担当者と関係者が集まり、安全対策について活発な質
疑応答が⾏われました。

各⼯場からの出席者が安全活動について発表 設備の安全対策などを⾒学 JR東海交流会

課題と今後の改善策
安全で働きやすい職場づくりと健康づくりを⽬指して、さまざまな取り組みを⾏っていますが、まだまだ災害ゼロには⾄っていないのが
現状です。
「危険源からの隔離」に重点をおいた設備⾯での対策を進めるとともに、安全⾏動がとれる⼈づくりに取り組んでいきます。

数字の説明



労働慣⾏

研修および教育(⼈材育成)

KPI

責任部⾨
⼈事部

考え⽅・⽬標

なぜ「⼈材育成」が重要取り組み項⽬なのか
理由と背景の解説

⼀⼈⼀⼈が育成の場を積極的に活⽤し成⻑していくことが、会社の発展をもたらすとの考えに基づき、それを全⾯的にバックアップして
います。 今後、グローバルに展開する拠点では、⾼い達成意欲と幅広い視野を持ち、周囲に影響を及ぼしながら⼒を発揮していく「プ
ロの⼈材」の配置が必須と認識しており、そのための教育体系整備を⼿掛けるなど、施策を進めております。
また、時代の変化に即応できる次世代経営者の育成についても、新たな施策に取り組んでまいります。

⽬指す姿（達成像）／⽬標

グローバルな事業展開の中、適格に物事を判断・実⾏するのに必要なマインド、能⼒、スキルの開発や、階層別のリーダーシップ、職場
に密着した問題の解決能⼒、プレゼンテーションや交渉といった個別スキルの開発を⽬指すとともに、体感・体験から学ぶ3現教育を実
施しています。

⽬指す姿に向けた施策

⽬指す姿を実現するため、次の施策を展開しています。

⼈事制度GLOBAL（コア⼈材の育成）

当社の中期経営計画「Yokohama Transformation 2023（YX2023）」の実現を⼈材⾯で⽀えるため、管理職層については、 ポスト
（ジョブ）と成果・報酬の連動性を⾼めるとともに、⼀般層については、階層毎に求められる付加価値（期待成果や期待⾏動）を明⽰
し、育成体系ともリンクさせることで、コア⼈材として必要となる能⼒を段階的に⾝につけられる⼈事制度としています。
本⼈事制度は2010年に導⼊されておりますが、YX2023の実現に向けた適材適所を推進するために、管理職層においては、2020年にポ
スト（ジョブ）と報酬の連動性を更に⾼める改定を⾏いました。また⼀般層については、2021年に最速30歳から管理職への配置を可能
とする早期抜擢制度を導⼊し、年齢にとらわれない適材適所の仕組みとしています。



60歳以上の再雇⽤者の活⽤

2013年7⽉に、再雇⽤者専⾨の派遣会社として設⽴した「ヨコハマビジネスアソシエーション（株）」（YBAC）の運営を開始するな
ど、これまでも再雇⽤者の活躍に積極的に取り組んでまいりました。現在は、最⼤70歳まで働くことができる仕組みとし、191名
（2022年4⽉現在）が65歳以降も活躍しております。 
また、再雇⽤者の更なる活⽤を進めるため、2021年より、60歳定年退職後も引き続き役職者として活躍できる制度をスタート致しまし
た。

⼈材育成プログラム

2021年度の活動レビュー
2021年度、各施策について次のような成果をあげました。

60歳以上の再雇⽤者の活⽤

2021年12⽉末の再雇⽤者の在籍は、横浜ゴム直接雇⽤のパートナー従業員とヨコハマビジネスアソシエーション（YBAC）社員を合わ
せて390名になります。 2021年度は定年退職した⼈の89％が再雇⽤制度を活⽤して勤務を継続しており、後進の育成・技能伝承に努め
るとともに、経験と⾼度なスキルを⽣かして活躍しています。

新⼊社員1.

新⼊社員研修
総合職の新⼊社員全員に対し、⽣産⼯場における交替勤務、販売現場での営業同⾏をメインとした現場実習を実施しています。モノづくりの

現場に⾝を起き実際に体感することで、メーカーの社員として必要な意識づくりを⾏っています。

1-1.

ブラザー制度
すでに25年以上取り組んでおり、当初は新⼈技術者の育成のために先輩がマンツーマンで指導する仕組みとして始まりましたが、現在では新
⼈の事務系従業員にも拡⼤しています。

1-2.

総合職向け研修
⼈事制度で設定されている「階層毎に期待される⼈材像」に基づき、横浜ゴムで働くための基礎知識、製品に関する技術知識を学ぶ研修を階層毎に設

けています。また、総合職に必要なマインド、能⼒、スキルアップをサポートする研修を⾏い、⼀部は必須研修と定めて昇格要件としています。

2.

⾼度専⾨職
当社の専⾨職は、専⾨性を認定するだけではなく、⾼い専⾨性を発揮して戦略を実現することが期待されるポスト（ジョブ）の1つとして位置づけられ
ています。
技術領域においては、従来より、それぞれの技術分野でトップレベルの専⾨性を持ち⾼い成果を挙げたスタッフのうち、事業強化に必要な⼈材を技術

活動に専念させるため「⾼度専⾨職」として認定しています。また2020年には、事業の中期計画の中の重要な領域を担い、専⾨性を発揮し⾼い業績を
挙げている事務系管理職層についても「⾼度専⾨職」として認定できる制度を導⼊しました。

3.

技能マイスター制度
技能系従業員のうち専⾨スキルと知識を⽣かし、後進に指導できる⼈材を「技能マイスター」に認定し、技能の伝承を図っています。

4.

海外赴任者と家族への教育

事業のグローバル化とともに、海外赴任者は年々増加傾向にあります。2009年度からは、海外赴任前全員を対象に、海外赴任前研修を実施していま
す。内容は、異⽂化での仕事の進め⽅、各地域向けの安全講習（治安状況や安全確保のための必要な知識）、医療講習、法務・コンプライアンス講
習、会計・内部統制講習、語学教育、帯同⼦⼥の教育に関する情報提供などです。

5.

公的資格取得奨励⾦⽀給
事業運営に不可⽋で、かつ取得するには難易度が⾼い公的資格を従業員に広く取得してもらうため、奨励⾦制度を設けています。

6.

資格責任者⼿当

会社として、⼯場運営に必要な公的資格を保持し、責任者として届出されている従業員に対して⼿当を⽀給しています。

7.

語学奨励⾦
⺟国語以外の⾔語について、上級以上のレベルを取得したものにつき、語学奨励⾦を⽀給し、語学⼒向上を奨励しています。

8.

育成のためのフィードバック
従業員の継続的な能⼒伸張と、評価の透明性・納得性を⾼めるため、役割毎に明確な期待レベルを設定し、半期毎の評価フィードバック時に「期待レ

ベルを満たしているか」「どういった点を改善していくか」などについて、上司と部下とで確認する仕組みを設け、育成をサポートしています。

9.



⼈材育成プログラム

＜各プログラムの制度利⽤者および対象者数＞

※2021年12⽉時点



課題と今後の改善策
国内外グループ会社の育成においても、事業遂⾏に必要なマインド、能⼒、スキルアップの開発体制を継続して整備し、若⼿育成はもと
より、ハイパフォーマンス⼈材の輩出プログラムの開発を⾏っていきます。
⼀⽅で、更に会社が発展するためには「新しい価値の創出」も必要です。そこには「多様な強みを⽣かす」ことが不可⽋と⾔えます。多
様な⼈材をマネジメントする能⼒の開発についても整備をすすめ、多様な価値観を持ちそれを認める環境を社内醸成してまいります。

＜公的資格取得者数＞



労働慣⾏

多様性と機会均等

KPI

責任部⾨
⼈事部

考え⽅・⽬標

なぜ「⼈材の多様性」が重要取り組み項⽬なのか
理由と背景の解説

2021年度よりスタートした新中期経営計画「YX2023」では深化×探索による変⾰を掲げています。その⽬標達成のためには、多様な
⼈材が多様な働き⽅を認め合い、これまでのルールや考え⽅にとらわれない働き⽅や、共に明るく⽣き⽣きと仕事ができる職場環境を整
えるなど、⼈材の多様性をさらに推進していくことが重要な課題と認識しています。

⽬指す姿（達成像）／⽬標

国籍、性別やLGBTQといった属性や学歴、経験にとらわれない採⽤を⾏い、YX2023の事業戦略、技術戦略の実現に向けて最適な⼈材
の配置がなされている状態を継続していきます。
また、ワークライフバランスを尊重し、多様な⼈材、多様な働き⽅を認め合うことで、すべての社員が成⻑を続け、キャリアを形成でき
る職場を⽬指します。

⽬指す姿に向けた施策

⽬指す姿を実現するため、次の施策を展開しています。

＜多⽅⾯からの⼈材登⽤＞

新卒者は⻑期的視野に⽴って安定的に採⽤しています。また事業のニーズに応じて経験のある⽅の採⽤（キャリア採⽤）をしています。
また、シニア層⼈材、社内早期登⽤など様々な⽅⾯から仕事に応じた最適な⼈材を登⽤・配置していきます。

＜障がい者の雇⽤＞

障がい者雇⽤につきましては、これまで、既存業務内でハンディキャップにかかわらず活躍できる仕事を中⼼に、各事業所で定期的な新
卒受け⼊れをしてきました。今後も、障がい者雇⽤の幅を広げるにあたり、新たな業務の開発を進めています。



＜各種制度による多様な働き⽅の⽀援＞

在宅勤務制度の拡充、コアタイムを撤廃したフレックスタイム制度、短時間勤務制度など、場所・時間を問わない勤務制度の拡充を通じ
て、ワークライフバランスを改善することで、いつでもどこでも仕事でしっかり成果が出せる仕組みを整えています。また、育児休業制
度、介護休業制度、配偶者同⾏休業制度、キャリアリターン制度などを拡充することで、介護や育児などの⼈⽣イベントがあっても継続
したキャリア形成が可能な仕組みを⽬指しています。

＜セミナーなどによる⽀援＞

ダイバーシティ推進の⼀環として、仕事と⽣活の両⽴⽀援諸制度整備を⾏うとともに、無意識の偏⾒の排除、イクボス推進教育、
LGBTQ教育など多様性を認める⾵⼟を推進する啓発活動を実施し、働きやすい環境を整えております。また、ダイバーシティ・マネジ
メント⼒の強化セミナー、⼥性活躍推進を⽬的としたキャリア開発⽀援セミナー、育児両⽴社員の交流会、健康セミナー（メンタルヘル
ス対策、ハラスメント防⽌施策、乳がん、⼦宮がん、更年期、睡眠等）など、多様な⼈材の活躍⽀援を⽬的としたセミナーを各種開催し
ています。
また、労使共催で、全社員を対象とした在宅勤務のアンケートや管理職個別ヒアリングを実施し、現状把握を深め、これからの新しい多
様な働き⽅の更なる充⾜を⽬指すための実態調査を⾏いました。

2021年度の活動レビュー
2021年度、⼈材の多様性の確保と、均等な機会の提供について、次の活動を⾏い、成果をあげました。

多様な総合職の採⽤

2014年7⽉の地域限定総合職制度導⼊から、継続して各拠点で実施・展開をし、現在まで4拠点で地域限定総合職採⽤に繋がっていま
す。

＜安定的な新卒採⽤と事業戦略に応じたキャリア採⽤＞

2020年度の新卒採⽤は18名となりました。 
総合職の採⽤は中途採⽤も含めて合計22名で、⼥性の⽐率は41％です。

⼥性採⽤数（総合職︓新卒＋中途）（単位︓名）

（中途採⽤者には正社員登⽤者も含む）



＜特例⼦会社 ヨコハマピアサポート㈱での障がい者の雇⽤＞

ヨコハマピアサポート（株）は、横浜ゴムの特例⼦会社として、障がい者の雇⽤の場を創出する⽬的で2012年に設⽴しました。
障がい者雇⽤数は、業務の拡⼤により雇⽤の場を創出しながら、設⽴時から毎年、定期的な実習⽣の受け⼊れ、採⽤を継続しています。
2021年12⽉現在、知的障がい者を中⼼に43名（※2022年4⽉現在41名）が在籍しています。
業務は、平塚製造所の中で、160カ所を超えるトイレや各種会議室、休憩室などの清掃をはじめ、緑化作業、郵便や社内メールの仕分
け・配送、名刺の作成などを⾏っています。
仕事は個⼈の特性に合わせて配置をした上で、業務の範囲が増えたり、新⼈指導が出来るようになる等、スキルアップすることで少しず
つ評価が上がる制度も⾒直し、⼈材育成に⼒を⼊れています。
当社のOBを中⼼とした指導員が⽇々、丁寧に指導を⾏うことで、障がいのある従業員⼀⼈⼀⼈が安⼼して業務に取り組める職場環境づ
くりを⼼掛けています。
⽇々の相談だけではなく、半年に1回、個別⾯談を実施することで、キャリア、要望、悩みなどを把握し、定着率の向上にも努めていま
す。
今後も、安全・基本をしっかり守りながら、プロ集団になるべく業務遂⾏をし、⻑く活躍できる職場づくりを⽬指していきます。
また、横浜ゴム、ヨコハマピアサポート、ヨコハマタイヤジャパン、横浜ゴムMBジャパンの4社で障がい者雇⽤率制度および障がい者
雇⽤納付⾦制度上の関係会社特例認定を受け、4社合算しての雇⽤率は、2021年申告（2020年4⽉〜2021年3⽉実績）で2.59％となり
ました。

制度による⽀援

＜育児休業制度＞

1992年より育児休業制度を導⼊し、１歳未満の⼦（⼀定の条件にあてはまる場合は2歳に達するまでの⼦）を持つ従業員の育児を⽀援
（育児休業A）しています。また、男性のみ取得できる制度であった出産育児休暇を2017年5⽉に育児休業Bに変更しました。男性の育
児参加推進と⼥性の育児休業復職後の仕事と家庭の両⽴⽀援を⽬的としています。
なお、2015年〜2020年の育児休業A取得者の定着率は89％でした。

※復帰後満12か⽉時点での在籍で算出。



育児休業制度（育児休業A）取得者数の推移（単位︓⼈）⼈数

育児休業制度（育児休業B）取得者数と取得のべ⽇数の推移

※2017年度は、「出産育児休暇」と「育児休業B」の新旧制度の合計値を記載

＜介護休業制度＞

1994年度より介護休業制度を導⼊し、常時介護を必要とする親族を有する従業員の⽀援を⾏っています。また、2016年度より、親族を
介護する場合に当該家族が1名の場合は1年につき5⽇、2名以上の場合は10⽇間の介護休暇（有給）を時間単位で取得可能としておりま
す。
また、2018年度から配偶者、⽗⺟、⼦、親族（2等親まで）を介護するために、10⽇間の保存休暇を半⽇単位で取得可能としました
（⼦の看護休暇と合わせて）。
また、病気にかかった⼦どもの世話をするための「⼦の看護休暇」(5⽇間／年度)は⼩学校就学中まで対象範囲を広げています(法定は⼩
学校に⼊る前まで)。

介護休業制度取得者数の推移（単位︓⼈）⼈数

＜短時間勤務制度＞

⼩学校⼊学前の⼦どもを持つ者、または介護を必要とする親族を持つ者は、本⼈の希望により短時間勤務制度が適⽤されます。また、従
来より⼩学校3年までの⼦どもを持つ者には時差勤務制度を設けておりましたが、2018年より⼩学校6年⽣までに延⻑しました。 
2021年は50名が利⽤しています。 
また2010年度より、⼩学校⼊学までの⼦どもを持つ者、要介護の家族を持つ者に対し、希望に応じ2年間転勤を停⽌する地域限定社員
の制度を導⼊しました。

短時間勤務制度取得者数の推移（単位︓人）人数



＜在宅勤務制度＞

仕事と育児・介護などの家庭の両⽴⽀援の推進および業務効率化の向上・⻑時間拘束防⽌（健康配慮）として2018年より在宅勤務制度
を導⼊しました。
2019年には従来、週当たりの利⽤上限が8時間であったものを、16時間に拡⼤し、また、同居親族の看護（LGBTQへも対応）の場合
や⼀定の傷病の場合等も利⽤できるよう、要件を拡⼤しました。
（2020年からは新型コロナウィルス対策のため、スタッフ全員を在宅勤務の対象とし、利⽤上限を撤廃して感染防⽌対策と業務との両
⽴を図っています。）

＜介護育児のキャリアリターン制度＞

2014年より「配偶者の転勤同⾏に伴う休業制度ならびにキャリアリターン制度」を導⼊しておりますが、仕事と家庭の両⽴⽀援の推進
を⽬的として、キャリアリターン制度については2018年より、「育児・介護を事由とした退職者」も対象として追加しました。

＜有給休暇の時間単位取得制度＞

2018年より仕事と家庭の両⽴⽀援の推進を⽬的として、有給休暇の時間単位取得制度を導⼊しました。 
2021年は1,176名の社員が利⽤しました。

事例紹介

⼭東横浜ゴム⼯業制品有限公司（YRSC）での男⼥平等等の推進

YRSCでの⼥性の就業率は従業員数全体の10.0％、⼥性管理職4名配置、管理職全体の21.1％となります。 
昇格昇進に男⼥の格差はありません。新規採⽤においても、個⼈の希望と能⼒を尊重しての配属を⾏っています。また社内の社宅施設の
有効活⽤として、⼀室を託児所として活⽤し、働き盛りのご夫婦への育児⽀援も⾏っています。



ダイバーシティ推進タスクの活動

横浜ゴムでは2016年に、⼥性活躍推進法に対応するため、経営企画本部に「⼥性活躍推進タスク」を⽴ち上げ、「多様な働き⽅を認め
合い、⻑く働きやすい会社を⽬指す」という⽅針のもと、各種施策の実施と諸制度の拡充を進めてきました。
これは、社内でマイノリティである⼥性が働きやすい環境を整えることが、⼥性の戦⼒化とキャリア形成、労働⽣産性の向上、ひいては
全社の競争⼒強化につながると考えたからです。
翌2017年にESサーベイを実施するとともに、⼥性社員全員との⾯談を⾏い、現状の把握を⾏いました。 
それを踏まえて、2018年には在宅勤務制度、短時間勤務期間の延⻑、時間単位有給休暇の取得等、働きやすい制度の導⼊・拡充を図り
ました。
それと並⾏して、全社員への介護アンケート、ヒアリングの実施、および⼥性復職者への総合的な⽀援施策として、ワーキングマザー交
流会や40歳以上の⼥性のためのエンカレッジセミナー、育休者向けキャリアセミナー、健康セミナーなどを実施しました。 
2019年には、さらなる施策として、妊娠〜復職までのフォロー体制の構築、復職部下上司向け・本⼈向けセミナー、介護セミナー、役
員向け働き⽅改⾰講演会などを実施しました。
また、タスクの名称を「ダイバーシティ推進タスク」へ変更し、⼥性に限定せず、多様なメンバー（若者、シニア、⼥性、LGBTQ、障
がい者など）による⽣産性向上と、今までの枠を超えた新しい価値を⽣み出すために、更に幅を広げて活動の推進を図りました。
2020年には、「多様な働き⽅」をテーマにWEBセミナーに切替えて開催するとともに、在宅勤務アンケートや管理職ヒアリングなどを
実施しました。
2021年には、「ダイバーシティの深化」をテーマにWWP（work with Pride）に参加し、ダイバーシティ調査などを実施しました。

ダイバーシティ関連教育の例

※延べ参加⼈数︓全社員教育を除く

※**WWP︓work with Pride

多様な社員⼀⼈ひとりが尊重され、活躍できる組織⾵⼟づくりのためには、管理職の意識がポイントとなります。
そこで、管理職向けダイバーシティ推進プログラムとして、体系的にダイバーシティ・マネジメント研修を実施する⼀⽅、多様な社員の
活躍⽀援として、⼥性のキャリア形成⽀援、仕事と育児・介護との両⽴⽀援、障がい者・LGBTQの活躍⽀援等を引き続き実施していま
す。
多様な⼈が多様な働き⽅をすることを当然と受け⼊れるような⾵⼟を醸成し、すべての社員にとって、働きがいのある、⻑く働き続けら
れる会社を⽬指していきます。



課題と今後の改善策
新中期経営計画の⼈事戦略にかかげる働き⽅改⾰の施策として、2022年は介護短時間勤務制度の利⽤期間の拡充を図ります。今後は、
在宅勤務制度やフレックスタイム制度のコロナ禍での運⽤を加味したアフターコロナの運⽤を整備します。また、配偶者の転勤で同⾏休
職となる⼈が、テレワークにより勤務継続できる仕組みを検討し、さらなるワークライフバランスの改善に向けた働き⽅改⾰を進めま
す。
障がい者雇⽤についてはヨコハマピアサポート㈱の運営など、積極的な流れを継続していきます。
すべての社員が働きやすく、能⼒を発揮できる職場づくりを、より⼀層進めてまいります。




